
令和５年度 “ふじのくに”士民協働 施策レビュー 改善提案への対応状況
し みん

１ 基本情報

２ 施策推進の視点・主な取組

３ 現状・課題

政策 政策８ 富をつくる産業の展開

政策の柱
８-２ 地域主導型の経済政策「フジノミクス」の推進

８-５ 農林水産業の競争力の強化

議論した施策
（１）広域経済圏の形成による個人消費の喚起

（４）市場と生産が結びついたマーケティング戦略の推進

実施日／班名 10月 15 日（日） 第１班 担当部局名 経済産業部マーケティング課

☞ 視点１ ポストコロナ時代に対応した県産農林水産品の販路開拓

① ふじのくにマーケティング戦略に基づく販路開拓

☞ 視点２ 山の洲４県による新たな広域経済圏の形成

② 「バイ・ふじのくに」「バイ・山の洲」による個人消費の喚起

③ 山の洲の量販店への県産品販路拡大

☞ 視点３ ＤＸによる山の洲への農林水産品の供給システムの構築

④ 「バイ・シズオカ オンラインカタログ」を活用した販路拡大

【現状・課題１】

n 首都圏（１都３県）の人口は、本県の10倍であり、食品市場規模も約14兆円と、国内最大の
マーケットです。

n 新型コロナウイルス感染症が流行した令和２年２月以降、学校の休校や外出自粛、インバウ
ンド需要の減少等により、外食事業者を始め、食品関連産業に大きな影響が生じました。

n 県では、平成28年度から「ふじのくにマーケティング戦略」に基づき、首都圏を主なターゲ
ットにした販路拡大に取り組んできましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大等に伴い、

過密な首都圏での感染拡大により、首都圏市場に過度に依存することのリスクが顕在化しま

した。

【現状・課題２】

n 家計が支出する消費額の総額はGDPの50％以上を占めています。

n 高規格道路網の整備により、鮮度の高い県産農林水産物の供給可能エリアの拡大が期待され
ています。

n 山の洲４県（静岡県、山梨県、長野県、新潟県）の合計の国内総生産（名目）はノルウェー
やフィリピンと同規模です。

【現状・課題３】

n EC（電子商取引）サイトはコロナ禍を契機にさらに拡大傾向にあります。

n コロナ禍による「非接触・非対面」ニーズや「巣ごもり消費」の拡大等によりデジタル取引
の変化等に合わせた利便性へのニーズが高まっており、生産者におけるデジタル技術への対

応が求められています。



４ コーディネーター取りまとめコメント（コーディネーターが議論を総括して取りまとめ）

５ 施策の改善提案と対応状況

新たな広域経済圏を形成し、個人消費を喚起することについて、大きく３つの課題が

挙げられた。

第一に、認知度の向上①である。県民は大事な広報媒体とも言えるので、県外ばかりで

なく、県民にも周知が必要である。同時に、ターゲットを明確にすることも必要である。

第二に、ブランドの強化②③④である。静岡県だけでなく、山の洲４県合同での事業展

開を推進することが必要である。

第三に、個人消費の拡大⑤である。インターネットやスーパーマーケットなど、多様な

流通経路を活用した販売促進が必要である。

そのほか、４県を新たな経済圏と位置づけることを目標にするのであれば、農産物を

売り込むだけでなく、生産の拡大や農業後継者不足、魅力ある生産物を生産できる農業

施策など、総合的な経済対策もする必要があるといった意見も見られた。

改善提案 対応状況

①認知度の向上のため、従来からの紙媒

体に加え、ＳＮＳ等の活用など、ターゲ

ットの年齢等を踏まえた、更なる広報の

強化が必要である。

現在の取組といたしましては、物産展等の開催時において、

チラシ配布や新聞への広告掲載、また、県公式 SNS や民間に

よるプレスリリース配信サービスなどにより情報発信をしていると

ころです。

今後も、全世代向けにはチラシ配布や新聞掲載、若者を中

心としたスマホ利用者には SNS への投稿、県外に向けてはプ

レスリリース配信サービスの利用など、ターゲットを意識した情

報発信の強化に努めてまいります。

②「バイ・シズオカ」、「バイ・ふじのくに」、

「バイ・山の洲」、「頂」のブランド力を強

化するため、インフルエンサーによるＰＲ

やふるさと納税返礼品への採用といっ

た、消費者に向けた各種プロモーション

活動が必要である。

現在の取組といたしましては、物産展や直売会の開催を通

じ、県公式 SNSや YouTube チャンネルによる PRのほか、民間

情報サイトへの登録など多方面での情報発信をしているところ

です。

今後も同様の取組を継続していくとともに、「頂」について

は、ふるさと納税返礼品への更なる採用やふるさと納税のポー

タルサイト上での「頂」の PR により、ブランド力の強化につなげ

てまいります。

③ブランドの強化のため、消費者だけでな

く生産者にも「頂」をＰＲし、ブランド意識

を醸成していく必要がある。

現在の取組といたしましては、「しずおか食セレクション」の

対象商品を新規募集する場合には、県 HP への掲載のほか、

県農林事務所や県内農林水産業関係団体等を通じ、生産者

に広く周知しているところです。

今後は、認定を受けた商品は、「頂」マークを表示すること

で、販売先や消費者へのＰＲにつながることや、ブランド力強化

にも貢献することを、県内外で実施するフェアなどの取組を通

じて生産者にＰＲしてまいります。



④山の洲４県での協議会を設置するほ

か、共同で情報発信を行うなど、４県が

さらに連携して事業を展開していくこと

が必要である。

現在の取組といたしましては、毎年開催される山の洲４県の

知事が集まる日本中央四県サミットにて、各県取組の情報共有

や発信を行っているほか、４県が連携して取り組む「バイ・山の

洲」物産展等を開催しているところです。

今後は、新たな百貨店や量販店での物産展開催を検討して

まいります。

⑤個人消費の拡大のために、一般消費者

が購入できるよう「バイ・シズオカ オンラ

インカタログ」をＥＣサイト化することが必

要である。

現在、「バイ・シズオカ オンラインカタログ」については、生

産者が自分の商品を登録し、百貨店やスーパー等のバイヤー

とマッチングするためのウェブサイトとなっています。

今年度中に、一般消費者向けに静岡県産品を取り扱ってい

るＥＣサイトのリンク先等を紹介するページを新たにウェブサイト

内に制作する予定であり、一般消費者にとっても魅力的なウェ

ブサイトとなるよう改良を進めてまいります。


